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子育て支援センター
　　　エンゼル通信

子育て支援センター・ファミリーサポートセンター
（西部地域健康センター内）　 820-5502　 820-5503
開設日時（※年末年始、祝日除）：月～金曜日９：30 ～ 17：00

第２土曜日９：30 ～ 11：30
〈子育て相談（要予約）月～金曜日　13：00 ～ 17：00〉

親子で楽しく遊び、子育て仲間と交流し、学び合い
ながらゆとりある子育てができるよう応援していま
す。親子はもちろんのこと、孫育て中のおじいちゃ
ん、おばあちゃんもぜひご利用ください。

●子育て支援センターの主な予定（いずれも 11：30 に終了）

●パステルルーム
　地域での活動拠点としてご利用いただけます。育
児相談や家庭で楽しめる遊びの紹介などをしています。
※ パステルルーム開催日に西部地域健康センター内子
育て支援センターでも「おひさまルーム」を行います。

●おひさまルーム（上記日程と9/11㈭以外の９：30～11：30）
●ほっとるーむ（月～金曜日13：00～15：30）
※第3水曜日のみほっとるーむベビー（11ヵ月までの乳児対象）
●「うたとおはなしの広場」（第１・３金曜日14：30～15：00）
●「パパとおひさま」（毎月第2土曜日９：30～11：30）
　お父さんととっておきの楽しい時間を過ごしましょう。

　毎年９月21日は「世界アルツハイマーデー」です。
この日を中心にアルツハイマー病等に関する認識を
高め患者と家族に援助と希望をもたらす事を目的と
しています。
　初めて認知症の人と向き合うとき、戸惑いや不安、
負担の大きさへ対応する心構えとして次の10ヶ条を
参考にしてください。

１　「あれ、おかしいな？」は大事なサイン
２　早めに受診を。治る認知症もある。
３　知は力。正しい知識を身につけよう。
４　介護保険など、サービスを積極的に利用しよう。
５　サービスの質を見分ける目を持とう。
６　経験者は知恵の宝庫。いつでも気軽の相談を。
７　今できることを知り、それを大切に。
８　恥じず、隠さず、ネットワークを広げよう
９　自分も大切に、介護以外の時間を持とう。
10　往年のその人らしい日々を。

公益社団法人認知症の人と家族の会「新ぼけの人の生活と対応」
より抜粋

熊野町おとしより相談センター
820－５６１５ （福祉課）

熊野町おとしより相談センターに
おまかせください（35）
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実施日 開始時間 行事（講師・敬称略）
16日（火） 10：30 子育て懇談会（金澤綾子）
19日（金） ９：30 とことこエンゼル（1歳～ 1歳 11ヵ月）
10月1日（水） 10：30 子育てなるほど講座「こどもの衣服」
10月6日（月） 11：00 とことこエンゼル（1歳～ 1歳 11 ヵ月）リトミック
10月7日（火） ９：30 ふわふわベビー（11ヵ月までの乳児・妊婦）

皆川武士さん　　畑尻政明さん

実施日 開始時間 場　　所
18日（木） ９：30 中 央 ふ れ あ い 館

町内在住の親子さん、里帰り中の親子さん遊びに来てくだ
さい。もちろんご家族も大歓迎。室内でも公園でも遊べます。
●ファミリーサポートセンター　ステップアップ講座
10月9日㈭　10：00～11：30
子育て支援センター
ルバーブジャム作りとこどもの食育について

※ ルバーブ（吉和産）はタデ科の多年草。繊維が豊富で便秘が治りスリムになっ
てお肌もキレイになる美人ジャムです。（できたジャムは持ち帰れます）
　▼講師：角原則光 氏（健康管理士一般指導員）
10組（託児あり）　 300円　
ファミリーサポート会員、一般　※要申込

※詳しくはお問い合わせください。
※いずれの事業も変更する場合があります。
　子育て支援センターの予定表または電話でご確認ください
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